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民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について 

 

 

民間建築物における吹付けアスベストの使用実態把握と飛散防止対策については、かね

てよりご尽力いただいているところであるが、最近になって、建築物の吹付け材からアク

チノライト、アンソフィライト及びトレモライト（以下「トレモライト等」という。）が検

出された事案があることが判明し、去る２月６日に、厚生労働省より石綿障害予防規則第

３条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について、別紙のとおり

都道府県労働局及び関係事業者団体等に通知がなされたところである。 

ついては、貴職におかれても、下記により必要な措置を講じ、民間建築物における吹付

けアスベストの使用実態把握と飛散防止対策に遺憾なきようお願いする。 

貴職におかれては、貴管内市町村に対しても、この旨周知方お願いする。 

 

記 

 

１．今後実施する分析調査について 

平成１７年７月１４日付け国住指第１０４９号、同年８月８日付け国住指第１２５０号

等においてお願いしている民間建築物における吹付けアスベストに関する調査（以下、「実

態把握調査」という。）の結果報告がない建築物の所有者等に対して、これから分析調査を

行う場合は対象をアモサイト、クリソタイル及びクロシドライト（以下、「クリソタイル等」

という。）に限定せず、トレモライト等を含むすべての種類の石綿を対象とするよう指導す

ること。 

 

２．過去に実施した分析調査について 

① すでに分析調査を実施した建築物の所有者等に対して、実施した分析調査がトレモラ

イト等も対象としていたか否かを速やかに確認するよう要請すること。 

なお、すでに飛散防止対策を講じている場合は、当該部位について改めて確認する必

要はない。 

② ①による確認の結果、実施した分析調査がトレモライト等を対象としていないことが

判明した場合は、別紙に準拠し再調査等を行うよう指導すること。 

 



なお、再調査等が必要となる建築物が多数となる場合は、特に吹付けアスベストの劣

化・損傷が進んでいる建築物や、使用頻度の高い室等に露出してアスベストの吹付けが

なされている建築物の所有者等を優先して指導するなど、計画的に対応すること。 

 

３．その他 

１．による調査又は２．②による再調査を実施した建築物の所有者等に対して、調査の

結果を適切に保存するよう指導すること。 

 



基安化発第 0206003 号 
平成２０年２月６日 

 
 都道府県労働局 
   労働基準部長 殿 
 

厚生労働省労働基準局      
安全衛生部化学物質対策課長  

（契 印 省 略）  
 
 

石綿障害予防規則第３条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査 
の徹底等について 

 
 石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロ

シドライト及びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の

0.1％を超えて含有する物（以下「石綿等」という。）を石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労

働省令第 21 号。以下「石綿則」という。）等に基づく規制の対象としているところである。 
 石綿則第３条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査（以下「分析調査」とい

う。）については、平成 18 年 8 月 21 日付け基発第 0821002 号「建材中の石綿含有率の分析

方法について」（以下「18 年 0821002 号通達」という。）において、JIS A 1481「建材製品

中のアスベスト含有率測定方法」（以下「JIS 法」という。）等を示しているところである。 
 建材等に使用された石綿は、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライト（以下「ク

リソタイル等」という。）とされてきたことや、JIS 法の１．の「適用範囲」において「対象

アスベストは、主にクリソタイル、アモサイト及びクロシドライトとする」とされているこ

と等から、分析調査において、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライト（以下

「トレモライト等」という。）を対象としていない場合が見受けられるところであるが、最近

になって、建築物における吹付け材からトレモライト等が検出された事案があることが判明

し、石綿ばく露防止対策等に万全を期す観点から、分析調査の徹底が求められるところであ

る。 
 ついては、分析調査について、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴局管内の作業環

境測定機関等の分析機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に

対し周知を図り、分析調査の的確な実施に遺漏なきを期されたい。 
 なお、関係事業者団体等に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。 
 

記 
 

M-HOBKES
テキストボックス
（別紙）



１ 分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト

等を含むすべての種類の石綿とすること。 
 
２ 過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、

次のとおり取り扱うものとすること。 
（１）クリソタイル等の石綿のみを対象とし、JIS 法による分析調査を行った結果、クリソ

タイル等がその重量の 0.1％を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモラ

イト等を対象とし、JIS 法による分析調査を行うこと。 
（２）次に掲げるア及びイの分析方法については、クリソタイル等の石綿のみを対象とする

方法であり、トレモライト等を対象とする方法ではないことから、18 年 0821002 号通

達の記の２の（１）及び平成 18 年 8 月 21 日付け基安化発第 0821001 号「建材中の石綿

含有率の分析方法に係る留意事項について」の記の１において JIS 法と同等以上の精度

を有する分析方法として掲げる方法により、クリソタイル等がその重量の 0.1％を超えて

含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS 法による分

析調査を行うこと。 
ア 平成 8 年 3 月 29 日付け基発第 188 号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判

定方法について」（平成 18 年 8 月 21 日廃止済）の別紙「建築物の耐火等吹付け材の

石綿含有率の判定方法」 
イ 平成 17 年 6 月 22 日付け基安化発第 0622001 号「建材中の石綿含有率の分析方法に

ついて」（平成 18 年 8 月 21 日廃止済）の別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」 
（３）なお、上記の２の（１）又は（２）の場合であって、当該分析調査において実施した

Ｘ線回折分析のＸ線回折パターンにおいてトレモライト等の回折線のピークが認められ、

事業者が当該分析調査の結果に基づいて、トレモライト等がその重量の 0.1%を超えて含

有しているとして必要な措置を講ずるときは、改めて分析調査を行う必要はないこと。 
 
３ その他 
（１）施工された建材（吹付け材を含む）についてトレモライト等を含むすべての種類の石

綿が使用されていないことが設計図書等により明らかである場合は、石綿則第３条第２

項の規定により、分析調査の必要はないこと。 
（２）厚生労働省のホームページにおいて、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の

知見を踏まえ、作成した資料を公表することとしているので、参考とすること。 
 



別添 
 

基安化発第 0206004 号 
平成２０年２月６日 

 
 中央労働災害防止協会会長 
 建設業労働災害防止協会会長 
 (社)日本石綿協会会長 
 (社)日本建設業団体連合会会長 
 (社)全国建設業協会会長 
 (社)建築業協会会長 

殿 
 (社)日本土木工業協会会長 
 (社)日本作業環境測定協会会長 
 (社)全国解体工事業団体連合会会長 
 (社)日本化学工業協会会長 
 (社)日本プラントメンテナンス協会会長 
 (社)日本ビルヂング協会連合会会長 
 
 

厚生労働省労働基準局      
安全衛生部化学物質対策課長  

 
 

石綿障害予防規則第３条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査 
の徹底等について 

 
 石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロ

シドライト及びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の

0.1％を超えて含有する物（以下「石綿等」という。）を石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労

働省令第 21 号。以下「石綿則」という。）等に基づく規制の対象としているところです。 
 また、石綿則第３条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査（以下「分析調査」

という。）については、平成 18 年 8 月 21 日付け基発第 0821002 号「建材中の石綿含有率の

分析方法について」（以下「18 年 0821002 号通達」という。）において、JIS A 1481「建材

製品中のアスベスト含有率測定方法」（以下「JIS 法」という。）等があるとされているとこ

ろです。 
 これまで建材等に使用された石綿は、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライト

（以下「クリソタイル等」という。）とされてきたことや、JIS 法の１．の「適用範囲」にお

いて「対象アスベストは、主にクリソタイル、アモサイト及びクロシドライトとする」とさ

れること等から、分析調査において、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライト



（以下「トレモライト等」という。）を対象としていない場合が見受けられるところですが、 

最近になって、建築物における吹付け材からトレモライト等が検出された事案があることが

判明し、石綿ばく露防止対策等に万全を期す観点から、分析調査の徹底が求められるところ

です。 
 つきましては、分析調査について、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、傘下

会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト

等を含むすべての種類の石綿とすること。 
 
２ 過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、

次のとおり取り扱うものとすること。 
（１）クリソタイル等の石綿のみを対象とし、JIS 法による分析調査を行った結果、クリソ

タイル等がその重量の 0.1％を超えて含有しないと判断されたものについては、トレモラ

イト等を対象とし、JIS 法による分析調査を行うこと。 
（２）次に掲げるア及びイの分析方法については、クリソタイル等の石綿のみを対象とする

方法であり、トレモライト等を対象とする方法ではないことから、18 年 0821002 号通

達の記の２の（１）及び平成 18 年 8 月 21 日付け基安化発第 0821001 号「建材中の石綿

含有率の分析方法に係る留意事項について」の記の１において JIS 法と同等以上の精度

を有する分析方法として掲げる方法により、クリソタイル等がその重量の 0.1％を超えて

含有しないと判断されたものについては、トレモライト等を対象とし、JIS 法による分

析調査を行うこと。 
ア 平成 8 年 3 月 29 日付け基発第 188 号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判

定方法について」（平成 18 年 8 月 21 日廃止済）の別紙「建築物の耐火等吹付け材の

石綿含有率の判定方法」 
イ 平成 17 年 6 月 22 日付け基安化発第 0622001 号「建材中の石綿含有率の分析方法に

ついて」（平成 18 年 8 月 21 日廃止済）の別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」 
（３）なお、上記の２の（１）又は（２）の場合であって、当該分析調査において実施した

Ｘ線回折分析のＸ線回折パターンにおいてトレモライト等の回折線のピークが認められ、

事業者が当該分析調査の結果に基づいて、トレモライト等がその重量の 0.1%を超えて含

有しているとして必要な措置を講ずるときは、改めて分析調査を行う必要はないこと。 
 
３ その他 
（１）施工された建材（吹付け材を含む）についてトレモライト等を含むすべての種類の石

綿が使用されていないことが設計図書等により明らかである場合は、石綿則第３条第２



項の規定により、分析調査の必要はないこと。 
（２）厚生労働省のホームページにおいて、建材中の石綿含有率の分析方法に関する最新の

知見を踏まえ、作成した資料を公表することとしているので、参考とすること。 
 




